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台東区要保護児童の状況について 

 

１ 新規相談 

（１）新規養護相談数                             単位（人） 

年度 虐待 養育困難  合計 
※都児童相談所に直接通告

がいき、終了となった件数 

３ ６１３   ５２２ １，１３５ ― 

４ ６５７ ５３２ １，１８９ ― 

５ ５０６ ４２２ ９２８ １２７ 

６ ３８９ ４７４ ８６３ １２８ 

 

 

（２）虐待の相談内容                          単位（人） 

年度 身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 小計 非該当 合計 

３ １５１ ５６    ９ １５３ ３６９ ２４４ ６１３ 

４ １７８ ８３ ６ １５７ ４２４ ２３３ ６５７ 

５ １７９ ８１ ９ １２７ ３９６ １１０ ５０６ 

６ １６６ ６６ ０ １５７ ３８９ ― ３８９ 

 ※令和 6年度より、「虐待で受理し、調査の結果虐待に該当しないケース」は非該当で 

はなく、遡って養育困難にカウントする集計方法に変更 

 

 

（３）虐待相談の通報経路                                   単位（人）  
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３ 113 135 81 109 89 5 17 33 27 3 1 613 

４ 95 163 90 117 82 11 16 23 48 11 1 657 

５ 78 85 58 160 52 16 11 11 29 6 0 506 

６ 46 61 28 116 42 34 4 8 39 11 0 389 
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２ 要保護児童 

（１）要保護児童数                                           単位（人）  

年度 

要保護児童数 

継続(A) 新規(B) 
年間登録数 

(A)+ (B) 
終了(C) 

年度末 

(A)+ (B)- (C) 

３ ４６９ ４１１ ８８０ ５０６ ３７４ 

４ ３７４ ４７２ ８４６ ４９０ ３５６ 

５ ３５６ ４５９ ８１５ ５３４ ２８１ 

６ ２８１ ４２１ ７０２ ４４１ ２６１ 

 

（２）要保護児童年齢内訳（年度末）                           単位（人） 

年度 ３歳未満 ３歳～就学前 小学生 中学生 高校年齢 合計 

３ ７９ ８２ １４０ ５７ １６ ３７４ 

４ ６９ ８０ １３１ ５７ １９ ３５６ 

５ ４５ ７１ １０７ ３８ ２０ ２８１ 

６ ４４ ６８ ８９ ４０ ２０ ２６１ 

 

（３）会議体開催回数                               単位（回） 

年度 関係者会議（3機関以上） 緊急受理会議 

３ ４４ ４４９ 

４ ６５ ３１８ 

５ ５４ ３６５ 

６ ３８ ３１７ 

 

３ 区民啓発事業 

（１）里親啓発 

①養育家庭体験発表会 

  〇日時：令和６年１１月２９日㈮ １３時～  

〇場所：台東区役所１００２会議室 

〇参加者：６７名 

 

②下町こどもまつりでの啓発 

〇日時：令和６年１０月６日㈰ 

〇場所：旧上野忍岡高等学校跡地 

〇内容：里親に関するクイズ、輪投げ、里親啓発品の配布 

〇参加者：児童４１２名、保護者約７００名 
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③図書館での展示 

〇日時：令和６年１１月２２日㈮～１２月１８日㈬ 

〇内容：中央図書館特集コーナーにて里親について関連書籍を展示 

〇テーマ：知ることからはじめよう「里親制度」  

〇配置図書数：５１冊 

〇延貸出図書数：２９冊 

 

（２）要保護児童支援ネットワーク講演会 

  〇日時：令和６年１１月２９日㈮ １４時３０分～ 

  〇場所：台東区役所１００２会議室 

  〇内容：子育てを楽しむ秘訣 

〇講師：認定ＮＰＯ法人児童虐待防止全国ネットワーク副理事長 高祖 常子氏 

〇参加者：６７名 

 

（３）オレンジリボンキャンペーン 

  〇１１月の「児童虐待防止推進月間」にオレンジリボンツリー展示 

〇令和６年１０月２８日㈪～１１月７日㈭  台東区役所１階 

〇令和６年１１月１２日㈫～１１月２５日㈪ 生涯学習センター１階アトリウム 

 

（４）虐待予防啓発（児童・保護者向け） 

〇児童向け電話相談カードの配布：区内公立小学校の３年生、区内公立中学校の１年生 

  〇保護者向け電話相談カードの配布：区内公立小学校の１年生、区内公立中学校の 

１年生の保護者 

〇児童虐待に関する出前講座（紙芝居等）：１校（大正小学校にて実施） 


